
 

令和６年度事業計画書 

 

 

【公益目的事業 １】 

第１ 防火防災意識の向上と防火防災思想の普及促進を図るため、火災予防運動の推進   

等を行う事業〈消防思想普及啓発事業〉 

 

  広く県民に防火防災に関する知識・技能の普及啓発を図るため、次の事業を行う。 

 

１．火災予防運動の推進 

防火防災思想の普及啓発や地域の火災予防体制の強化を図るため、地域消防団体

 (支部)に次の事業を委託する。 

    ＊委託事業の内容 

      ・防火弁論大会、防火座談会等の開催 

      ・火災予防組合の研修や表彰 

      ・火災予防運動の実施 

    ＊実施時期  年間 

 

２．殉職者慰霊に関する事業 

 消防殉職者を慰霊することにより、県民に防火防災の必要性、重要性を喚起する 

 とともに、消防活動の安全を誓うため、次の事業を行う。 

    ＊事業の種類と実施時期 

・秋田県殉職消防職・団員慰霊祭の執行 令和６年９月５日 

・全国消防殉職者慰霊祭への参列 令和６年１０月３日 

 

３．広報紙の発行とホームページの作成 

 県民に防火防災思想を普及啓発するとともに、県民の消防団活動への理解を促進 

  するため、次の事業を行う。 

   ＊事業の種類と実施時期 

  ・新聞「消防秋田」の発行     隔月（4．6．8．10．12．2 月） 1,100 部 

   ・ホームページでの情報提供  年間 

   ・消防団活動紹介コーナーの運営  

 

【公益目的事業 ２ 】 

第２ 地域の消防防災力の向上を図るため、消防団員の研修や消防操法大会の開催等を行う 

事業〈地域消防防災力向上推進事業〉 

 県民を火災や自然災害から守り、地域の安全・安心を確保するため、消防団員の消防



 

知識・技能の習得や消防団員の確保等に努め、消防団の機能強化、活性化を図ることを目

的に、次の事業を行う。 

 

１．消防団員の教養研修 

（１）現地教養研修の実施 

消防団員の防災知識の習得と消防技術の向上を図るため、地域消防団体(支部)に委 

託し、現地教養研修を実施する。 

     ＊実施時期   年間 

 

 （２）秋田県消防大会の開催 

   消防士気の高揚、消防知識の啓発及び消防関係者相互の連携強化等を図るため、消 

  防大会を開催する。 

        ＊実施時期   令和６年７月６日［第７５回秋田県消防大会(大仙市)］ 

 

（３）日本消防協会などが行う研修会等への参加経費の助成 

   日本消防協会等が行う教育訓練・研修会へ消防団員を派遣し、消防団員の資質と消 

  防団の活動能力の向上を図るため、次の事業を行う。 

    ＊事業の種類と実施時期            

  ・第１３回女性消防団員教育 令和６年１０月１９日～２０日 

  ・第２９回全国女性消防団員活性化とちぎ大会 令和６年９月１９日～２０日 

  ･消防団員指導員研修 令和６年１２月１４日～１５日 

  ・第３０回全国消防操法大会審査員研修会  令和６年５月２９日～３１日 

  ・第５１回消防団幹部特別研修         令和７年１月１４日～１７日 

         ・第２４回消防団幹部候補中央特別研修(男性)  令和７年１月２９日～３１日 

           ・第２４回消防団幹部候補中央特別研修(女性)  令和７年２月１９日～２１日 

                     

２．消防操法大会の開催 

（１）秋田県消防操法大会 

消防団員が消防機械器具の操作に習熟するとともに旺盛な消防精神を涵養し、消防 

活動の充実強化を図るため、秋田県との共催で開催する。 

     ＊実施時期    令和６年８月２４日［第６１回秋田県消防操法大会］ 

                               予備日 令和６年８月３１日（土） 

 

（２）地域消防操法大会への助成 

   地域消防団体(支部)が開催する消防操法大会に対し、開催費の一部を助成する。 

     ＊実施時期    令和６年６月～７月 

（３）第３０回全国消防操法大会への出場助成 



 

   本県代表の出場隊に助成する。 

    ＊実施時期    令和６年１０月１２日［宮城県総合運動公園］ 

前日に激励交流会を実施します  

 

３．消防設備等の充実強化 

（１）消防車輌の取りまとめ 

   日本消防協会が行っている消防車輌の交付について、県内消防団の要望をとりまと

める。 

    ＊実施時期  年間 

 

４．消防団活動の活性化 

（１）消防団長研修会の開催 

全県の消防団長が消防団の機能強化と活性化を図るため、消防団員の減少、女性消 

   防団員の入団促進など消防を巡る諸問題について研究討議し、本県消防の発展に貢献 

することを目的に開催する。 

         ＊実施時期    令和６年１１月１５日 

 

（２）消防団加入促進モデル事業 

消防団の役割が、火災のみならず激甚化・頻発化する自然災害への対応等にも広が 

   るなか、団員数は減少が続き消防力の維持に懸念が生じている。このため、消防団の 

イメージアップなど、団員の加入促進につながるモデル事業を実施し消防団の充実強 

化を目指す。 

【ＰＲ・広報活動】 防災キャンプフェスへの参加 

＊実施時期  令和６年９月２８日～２９日 

     

（３）消防団活性化推進会議の開催 

消防団員が意見交換や交流を主とする行事を通じて連携を深め情報を発信すること 

により、消防団の活性化と加入促進につなげることを目的に開催する。 

    （若手消防団員活性化推進会議と女性消防団員ネットワーク会議を合同で開催）   

＊消防団活性化推進チームスキルアップ研修（仮称）の開催 

 

 

【その他の事業 １】 

第３ 消防職員・消防団員等のために行う表彰や福祉共済等に関する事業〈消防職団員福利 

厚生事業〉 

 

  消防団や当協会の会員等を対象に次の事業を行う。 



 

 

１．表彰に関する事業 

（１）消防業務に功績が顕著な消防団又は会員、及び永年勤続の会員を表彰する事業 

    ＊事業の種類と実施時期 

  ・秋田県消防協会長表彰       令和７年１月１日 

  ・日本消防協会長表彰 令和７年３月 

 

（２）火災予防活動に功績が顕著な災害予防団体等を表彰する事業 

          ＊実施時期   随時 

 

２．日本消防協会等が行う福祉共済事業 

  日本消防協会等が行う次の事業について、制度への加入促進や掛金の徴収と納付、共 

済金の加入者への支払い等に関する業務を行う。 

     ＊事業の種類と実施時期 

        (1) 消防団員等福祉共済事業         年間 

        (2) 婦人消防隊員等福祉共済事業   年間 

        (3) 消防個人年金事業              年間 

        (4) 火災共済事業                   年間 

 

３．消防活動の促進に関する事業 

  消防団に対し、災害現場での活動や教養訓練等に使用されるテント、拡声器等消防団

活動用資器材の配付のほか、スポーツ大会への助成などを行う。 

       ＊実施時期  年間 

 

 

【その他の事業 ２ 】 

第４ 会員のために行う消防互助会事業 

 

  会員の掛金を財源として、次の事業を行う。 

 

  １．罹災見舞金贈呈事業 

２．弔慰・傷痍見舞金贈呈事業 

   ３．結婚祝い金贈呈事業 

 

 

 

【管理事業】 



 

第５ 会議の開催 

 

１．協会の適切な運営を図るため、次の会議を開催する。 

   ＊会議名と実施時期 

    (1) 定時評議員会 令和６年５月１４日 

      (2) 理事会 第１回 令和６年４月２４日 

                  第２回 令和６年９月５日 

                第３回 令和７年３月１２日 

       (3) 会計監査              令和６年４月１６日 

       (4) 消防実務担当者会議 令和６年６月５日 

        

２．東北地区消防連絡協議会 

   東北地区の消防協会関係者（新潟県含む）が、消防防災に係る諸問題について研究 

協議を行い、消防の質的向上と地域防災の活性化を図ることを目的に各県消防協会が 

輪番で開催する。 

   ＊実施時期      令和６年１１月１３日（水）（青森市） 

        


